
山 形 県 地 域 医 療 構 想 の 概 要 に つ い て

２ 構想区域における地域医療構想（第６次山形県保健医療計画における二次保健医療圏）
○ 団塊の世代が75才以上の後期高齢者となり、医療や介護に大きなニーズが見込ま

れる2025年を見据えて、平成26年６月に「医療介護総合確保推進法」が成立。 村山構想区域
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れる2025年を見据えて、平成26年６月に「医療介護総合確保推進法」が成立。

〇 都道府県は、将来の医療需要と必要病床数を示すとともに、目指すべき医療提供
体制を実現するための施策を内容とする「地域医療構想」を策定することとなった。

○ 構想策定後は、構想区域ごとに地域医療構想調整会議を設け、関係者間の連携を図
りながら、構想の達成を推進するために必要な協議を行い構想の実現に向けた取組み

村山構想区域
【主な課題と施策】
〇三次医療機関を中心に、特に高度な医療等については、区域
内及び最上・置賜構想区域との連携体制を構築する。

○西村山・北村山地域においては、施設の老朽化により建替時
期の迫っている病院があり、それぞれの地域における基幹病
院では、診療機能を地域に必要なものに重点化を図ったうえ
で、病床規模の適正化を進めるとともに、非稼働病床や病床
利用率の低い病棟を有する病院においては、回復期機能への
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りながら、構想の達成を推進するために必要な協議を行い構想の実現に向けた取組み
を進める。

最上構想区域

利用率の低い病棟を有する病院においては、回復期機能への
転換と病床規模の適正化を進める。

〇在宅医療等需要が大幅に増加することから、在宅医療に取り
組む医療・介護事業所数を拡大する。

【主な課題と施策】
〇県立新庄病院の改築整備に際して、区域内の病院・診療所と
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② 在宅医療等需要（人／日）① 病床の必要量（床） 〇県立新庄病院の改築整備に際して、区域内の病院・診療所と
の連携及び機能分担や二次医療圏を超えた広域的な連携体制
の構築について、病床規模を含め検討する。

○非稼働病床や病床利用率の低い病棟を有する急性期機能を担
う病院においては、地域に必要な診療機能に重点化を図ると
ともに、病床規模の適正化を推進する。

〇訪問看護の対象エリアが広いため、病院及び訪問看護事業所
間の連携やサテライトの設置などを検討し、訪問看護体制を
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置賜構想区域

間の連携やサテライトの設置などを検討し、訪問看護体制を
強化する。

【主な課題と施策】
〇米沢市、東置賜・西置賜地域それぞれに建替時期の迫ってい
る病院が多く、それぞれの地域において、基幹病院等を中心
に急性期機能の病床を集約し、基幹病院以外の二次医療機関
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○急性期病床が過剰、回復期病床

が不足している。

① 病床機能の分化・連携
・急性期病床から回復期病床等への機能転換

※「病床機能報告」の内訳については、「休棟等」が
あるため合計と一致しない。

※2025年については、在宅医療等の受入体制の状況に
より内訳が変化するため全体数のみを明示

現状と課題 課題解決のための施策

を中心に回復期機能の病床を確保していく。
○非稼働病床や病床利用率の低い病棟を有する急性期機能を担
う病院においては、地域に必要な診療機能に重点化を図ると
ともに、病床規模の適正化を推進する。

〇訪問看護事業所の多くが小規模であることから、夜間・小
児・精神疾患などへのサービス拡充に向け、病院及び訪問看
護事業所間の連携強化を図る。
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が不足している。

○非稼働病床や稼働率が低い病床、

在宅療養が可能な患者の入院が見

られる。

○後期高齢者人口の増加に伴う在宅

医療等需要の増加に対し受入体制

が不十分である。

・急性期病床から回復期病床等への機能転換
・専門性や難易度が高い治療の集約化と広域連携によ

る病床規模の適正化
・「地域医療連携推進法人」の活用も含めた病院等の

病床機能間の連携
② 在宅医療の拡充
・自宅以外でも医療・介護が受けられる多様な居住環

境の整備や居宅サービスの充実

② 在宅医療等需要（人／日）① 病床の必要量（床）

庄内構想区域

【主な課題と施策】
○北庄内・南庄内地域のそれぞれの基幹病院等を中心に急性期
機能を集約化し、一部の特に高度な医療を除き区域内で完結
できるよう役割分担や連携体制を構築する。

〇非稼働病床や病床利用率の低い病棟を有する急性期機能を担
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2,071が不十分である。

○訪問看護や看取りなど在宅医療に

対する県民の理解が不足してい

る。

○県内の医師、歯科医師、薬剤師、

看護職員等が不足している。

境の整備や居宅サービスの充実
・医療・介護従事者、住民などへの在宅医療に関する

理解の促進
③ 人材の確保・育成
・山形方式・医師及び看護師等生涯サポートプログラ

ムに基づく人材確保・育成
・山大と連携した新たな専門医制度への対応

〇非稼働病床や病床利用率の低い病棟を有する急性期機能を担
う病院においては、地域に必要な診療機能に重点化を図ると
ともに、病床規模の適正化を推進する。

〇在宅医療等需要が増加することから、地域医療情報ネット
ワークの参加施設の拡大を図り連携を強化するとともに、在
宅医療に取り組む医療・介護事業所数を拡大する。
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